
 
 
 

提出された意見等の概要とこれに対する考え方 
 
 
 案件名    ：最終２カ年行財政構造改革推進方策(第一次案) 
 意見等募集期間：平成２８年１２月１５日（木）～平成２９年１月６日（金） 
 意見等提出件数：６２件（３２人） 
 
  

 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 

 １ 全 般 
   【７件】 

 プランの中で、多くの事業見直し
が列挙されているが、見直しの必要
性が分かりにくい。 

  １ 【既に盛り込み済】 

見直しの考え方については、分野ごとの

「改革の基本方向」に加え、事務事業ごと

の「見直しの視点」に記載しています。 

  県が大きな借金を抱えている中、節
約は当然と考えるが、節約を重視する
あまり、郡部を切り捨てることはな
いようにすべき。 

   １ 【既に盛り込み済】 

選択と集中を基本姿勢として、施策をゼ

ロベースで見直すとともに、人口減少の中

でも、地域活力の再生など兵庫の未来を拓

く「地域創生」の推進を図ることとしてい

ます。 

「検討する」という文言が多く、
実際に当該事業が実施されるのかど
うなのか曖昧で分かりにくい。 

１ 【ご意見を反映】 

現時点で将来の取組内容が未確定で「検

討」とせざるを得ない項目を除いては、

「実施する」などの明確な表現に変更して

います。 

 市町への権限移譲について、小規模
な市町では体制的に実施できない場
合があること。また、県と市町の役割
分担について、重複事務の廃止や事務
のワンストップ化も、行政の補完機能
が失われ、住民サービスの低下につな
がるため、この視点は誤っている。 

１ 【既に盛り込み済】 

 権限移譲については、市町との合意の

下、行財政能力の充実度に応じて推進して

おり、原則、規模・地域等できる限り客観

的な基準により対象市町を定めています。

 また、県と市町の役割分担については、

住民に身近な事務は市町が自立的かつ主

体的に担い、県は市町間の広域調整や専門

的・先導的な分野への対応、市町運営の支

援を担うことを基本に、分権社会にふさわ

しい自立的な県と市町の関係を構築する

こととしています。 

 経費削減を目指し、住民サービスを
切り捨てることに繋がる「効率的な県
政運営の推進」といった視点、さらに
は、「目標達成のための追加対策」も
行政サービスの低下となるため、誤っ
た考え方である。 

２ 【既に盛り込み済】 

行財政構造改革は、県民ニーズに機動的

かつ的確に対応できる行財政構造を確立

するための取組です。目標とする構造改革

を成し遂げた基盤の上に、県民ニーズを捉

え、兵庫の未来を拓くため、単に削るだけ

の行革ではなく、地域創生をはじめとした

重点施策の展開も併せて図っていきます。

最終案において取りまとめるとし

ている「重点的に取り組むべき事業」

を記載した第二次案を作成し、再度パ

ブリック・コメントを実施すべき。 

１ 【対応困難】 

第一次案にある「今後、検討する施策の

方向性」に沿った事業展開の推進を図って

いきます。 



 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 

２ 財政フレーム 
    (P9～14) 
    【２件】 

実質公債費比率が、行革終了後の平
成31年度以降に悪化しており、平成2
9･30年度の指標を操作しているので
はないかと勘ぐられる。 

   １ 【既に盛り込み済】 

 実質公債費比率の算定については、財政

フレームの公債費等の試算や関係規定を

踏まえて、行っています。 

 定員削減や人事委員会勧告に基づ
かない給与抑制を前提とした財政フ
レーム試算は誤っている。 

   １ 【対応困難】 

 定員や給与の改革の基本方向に基づき、

財政フレームを試算しています。 

３ 組 織 
   【３件】 

   

  (1)地方機関 
   (P16) 

<3件> 

  阪神南県民センターと阪神北県民
局の統合について、保健医療圏域と
県民局・県民センターの区域との間
に関連性が薄い気がする。結論を先
延ばししているだけではないか。 

   １ 【今後の検討課題】 

 本県の場合、保健医療圏域は県民局・県

民センターの行政区域と同一であり、平成

30 年度の保健医療計画の改定に向け、保

健医療圏域の設定を検討するため、県民

局・県民センターのあり方も検討する時期

の一つになると考えています。 

  阪神南県民センター及び阪神北県
民局は廃止すればよい。 

   １ 【対応困難】 

県民局・県民センターについては、地域

ごとの政策課題に的確に対応しており、近

年は、県民局・県民センターで策定した地

域別の地域創生戦略に基づき、市町・地元

団体とともに、機動的に取り組んでいくこ

とが求められているため、現時点では、現

行体制を維持します。 
 神戸県税事務所と西神戸県税事務
所の統合が、なぜ利便性の向上につ
ながるのか。 

  １ 【今後の検討課題】 

 神戸市を所管する県税事務所が一箇
所となることで、課税対象が両事務所に
跨がる県税の相談や手続が一元化でき
る等、県民サービスの向上が期待できま
す。今後、新長田庁舎に移転する神戸市
市税部・各区市税事務所との連携も踏ま
え、さらなる行政サービスの向上に取り
組んでいくこととしています。 

４ 職 員 
    【１４件】 

   

  (1)定  員 
  （P18～20） 
    <4件> 

  行政サービスの質を低下させるよ
うな、さらなる定員削減は問題であ
る。 

  ３ 【既に盛り込み済】 

定員削減にあたっては、事務事業・組織
の徹底した見直し、民間委託の推進、ICT
の活用等により、定員削減と合わせた業務
の効率化を進め、県民サービスの維持・向
上に努めます。 

   超勤削減のためには、定員削減30％
をやめ、必要な人員増を行うこと。 

１ 

  (2)給 与 
  （P21～23） 
    <7件> 

  給与抑制措置による職員の士気低
下やそれに伴う住民サービスの低下
が危惧される。優秀な人材確保の観
点や景気を良くするためにも職員の
給与カットはやめるべき。 

   ４ 【既に盛り込み済】 

 給与抑制措置について、行財政構造改革
期間中における本県の財政状況、国の経
済・財政再生計画の動向、職員の勤務状況
等を踏まえ、平成30年度末までの解消に向
けて取り組むこととしています。 

  
  職員の給与がカットされているこ
とを初めて知った。 

  １ 【その他】 

 給与抑制措置は、行革における改革努力

の一環として、職員の協力と理解を得て実

施しています。給与抑制措置を含めた行革

の取組については、引き続き県広報誌や行

革リーフレットを通じて、県民への周知を

図っていきます。 



 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 
  地域手当の支給割合が年度ごとに

変更されている理由を記載すべき。 
   １ 【その他】 

 支給割合の変更は給与構造改革におけ

る地域間給与配分の見直し等によるもの

です。支給割合の推移を参考として示すこ

とを目的としているため、詳細な説明は省

略しています。 

旅費の見直し内容を具体的に明記
すべき。 

   １ 【その他】 

 第一次案では検討中でしたが、最終案ま

でに結論を得られたため、「旅行諸費の定

額支給分を廃止する」旨記載しています。 

 (3)多様な 
働き方の推進
（P24～26）

<3件> 

県が率先して「働き方」の改善に
ついて努力すべき。 

１ 【既に盛り込み済】 

職員一人ひとりがやりがいや充実を感

じながら働き、職務上の責任を果たすとと

もに、育児・介護や自己啓発などに取組み

やすい職場環境づくりなど、多様な働き方

を推進します。 

  示された具体的な取組みの実効性
に懐疑的である。県職員の超過勤務
の縮減の取組みを本気で実行すべ
き。 

１ 【既に盛り込み済】 

超過勤務の縮減に対する特効薬はな
く、課題解決に向けた取り組みを地道に
実践していくことが重要であると考え
ており、不断の努力を続けてまいります。

  超過勤務の縮減のため、労働時間
管理については、まず正確な超過勤
務時間の把握を行うべき。月100時間
超えの超過勤務を根絶すべき。 

１ 【既に盛り込み済】 

 従前から、超過勤務を命じる場合に
は、事前命令と事後確認を徹底してお
り、今後とも、適切に状況を把握してま
いります。 

 また、長時間労働の是正は喫緊の課題
であり、その縮減を図るための対策を進
めます。 

 ５ 事務事業 
   【１８件】 

    

  (1)全 般 
（P27～29） 

   <4件> 

  限られた予算の中、住民サービスの
向上につながるよう、効果的な事業を
実施すべき。 

   ２ 【既に盛り込み済】 

 事務事業については、限られた財源で最
大の効果が得られるよう、「選択と集中」
を基本として、時代の変化や国の制度改
正、県と市町の役割分担、受益と負担の適
正化等を踏まえ、見直しを行っています。 

  
実効性のある事務事業の見直しも

ほとんどされず、ICTの活用は庶務担
当が行っていた事務を全職員に分散
するだけであり、個々の職員の事務量
増となっている。 

   １ 【既に盛り込み済】 

 事務事業については、限られた財源で最
大の効果が得られるよう、「選択と集中」
を基本として、時代の変化や国の制度改
正、県と市町の役割分担、受益と負担の適
正化等を踏まえ、見直しを行っています。 
 また、総務事務システム等の導入により
これまで各職員が紙で申請等の手続きを
行っていた庶務業務が電子化されること
で、データの入力・修正、チェックが容易
になる等、業務負担の軽減に繋がっていま
す。今後とも、業務の効率化に資するICT
の活用等に取り組んでいきます。 

 

超過勤務の縮減が実施される担保
のない中で、超過勤務手当の予算だ
けが先に減らされるということは、
労働基準法違反の「未払い超過勤務」
を発生させることになる。 

１ 【その他】 

 業務執行の一層の簡素化、効率化によ
り超過勤務手当の縮減を図る一方で、実
績に基づいて、必要な予算を確保しま
す。 



 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 
 ( 2 )老人医療

費助成事業
の廃止と高
齢期移行助
成事業の創
設 

  (P33,34) 
  <8件> 

新制度では、対象者要件に要介護
度が関係しており、医療費助成の目
的と異なる新制度の創設には反対。
仮に、介護要件を対象要件に入れる
なら、40歳以上69歳以下で、なおか
つ一定の所得以下で要介護度2以上
の者を対象として助成すべき。 

 １ 【対応困難】 

 昭和 46 年から実施してきた老人医療費

助成事業について、①平均寿命が創設当時

から大きく延びていること、②団塊世代が

70 歳を迎え、65～69 歳が特に人口の多い

世代でもなくなってきたこと、③県の地域

創生戦略で 74 歳までを拡大生産年齢人口

と捉え、地域の担い手と位置づけているこ

となど、社会環境の変化を踏まえ 65 歳か

ら 69 歳を老人として特別な対策を実施す

る当該事業は廃止します。 

 一方で、65歳から 69 歳の中には特別な

配慮が必要な方がおられることから、所得

がないために自立できない方と、一定の所

得以下で身体的な理由から日常生活動作

が自立できない方(要介護２以上)を特別

な配慮が要する方と位置づけ、新たに高齢

期移行助成事業(仮称)を創設します。 

現行制度を維持するとともに、所
得制限の緩和、一部負担金の軽減な
どの拡充を求める。 

 １ 

  新制度の区分Ⅱで認定する場合、
要介護認定期間(最短3ヶ月)ごとに
医療費受給者証を交付し、随時認定
状況を確認しなければならず、事務
手順が煩雑になるため、再検討すべ
き。 

 １ 【対応困難】 

 新たに創設する高齢期移行助成事業(仮

称)の対象者の資格の始期は、要介護認定

(要介護２以上)の認定有効期間の開始日

の属する月の初日から、期間途中で要介護

度の変更により対象となる場合は、変更と

なった要介護度の認定有効期間の開始日

の属する月の初日からとします。要介護認

定期間は、対象者により３ヶ月から 24 ヶ

月までと幅があることから、期間途中で要

件を満たさなくなる場合も、当該年度の６

月末までは対象とすることにより、事務の

煩雑化に配慮します。 

  
「高齢期移行助成事業」という名

称では、助成内容が全く分からない
ため、再検討すべき。 

１ 【対応困難】 

 高齢期移行助成事業(仮称)は、医療保険

制度上、高齢者として優遇措置のある 70
歳までの移行期間に、所得がないことから

自立できない方と、一定の所得以下で身体

的な理由から日常生活動作が自立できな

い方(要介護２以上)を特別な配慮が要する

方と位置づけ、医療費の一部を助成する制

度です。 

 

  病気になれば医療費の支払いは困
難になることから、「区分Ⅱ」の介
護要件はなくすべき。 

   １ 【対応困難】 

 高齢期移行助成事業(仮称)は、老人医療

費助成事業が廃止される一方、65 歳から

69 歳の中には特別な配慮が必要な方がお

られることから、所得がないことから自立

できない方と、一定の所得以下で身体的な

理由から日常生活動作が自立できない方

(要介護２以上)を特別な配慮が要する方

と位置づけ新たに創設するものです。 

 



 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 
  

  資格要件が付け加えられて、自身
が受給対象となるのか分かりにく
い。現行制度の「低所得者Ⅰ」区分
を廃止して「低所得者Ⅱ」区分のみ
とし、一部負担金を1割負担とする制
度を提案する。 

  １ 【対応困難】 

 高齢期移行助成事業(仮称)は、区分Ⅰが

所得がないことから自立できない者、区分

Ⅱが一定の所得以下で身体的理由等によ

り日常生活に支障がある者を対象とし、新

たに創設するものです。いずれも一部負担

金は２割負担とします。 

 

区分Ⅰ：市町村民税非課税世帯で、世帯員

全員に所得がない者(年金収入 80 万円

以下かつ所得なし) 

区分Ⅱ：市町村民税非課税世帯で、本人の

年金収入を加えた所得が 80 万円以下で

あり、かつ日常生活動作が自立していな

いとされている者(要介護２以上) 

 

対象世代の診療控えを招くため、
事業見直しについて再考を求める。 

  １ 【対応困難】 

 国民健康保険の調整交付金を活用し、市

町が行う特定健診や生活習慣病の重症化

予防、ヘルスケアポイント事業への支援を

さらに充実させ、65 歳以上の方にも配慮

した健康づくりを進めていきます。 

  
新制度移行時の経過措置分の財源

を、子育て施策に回すべき。 
１ 【対応困難】 

 老人医療費助成事業の廃止にあたって

は、現行制度の受給者に対する給付内容の

変更による混乱をさける必要があること

から、現行制度の対象となっている方につ

いては、経過措置として、70 歳になるま

で現行制度の負担限度額による助成を継

続します。 
 なお、子育て支援については、保育士や

認定こども園の保育教諭など保育を担う

人材の確保に向け、保育士等の質の向上と

離職防止を図る支援策を実施します。 

 

 ((3)旅券事務所 
(P37) 
<5件> 

土日では住民票はとれないことな
どから、土日の開庁、及び平日の２
日閉庁はサービス低下であり、見直
しに反対。 

２ 【対応困難】 

休日である土日に旅券事務を行うこと

で、多くの県民の利便性が高まり、県民サ

ービスが向上すると考えています。 

なお、新たな旅券申請には、戸籍謄本又

は抄本が必要ですが、土日に開庁している

市町窓口や、郵送で取り寄せることが可能

です。 

また、兵庫県民からの申請については、

住基ネットを利用して住所確認しており、

住民票の提出は求めていません。 

 

別の民間ビルに移転した方が、賃
料削減につながる。 

  １ 【対応困難】 

神戸国際会館に所在することが一定の

認知を得ていること、三宮駅前であり交通

の便利な場所にあることから、同じ場所に

事務所を置きつつ、経費の削減を図ること

が適切であると考えています。 



 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 

全市町の窓口で受付を可能にする
など、大胆な見直し策を講じるべき。 

１ 【対応困難】 

旅券の発給事務については、神戸の旅券

事務所ほか、県内全域をカバーできるよ

う、尼崎出張所、姫路出張所、但馬空港窓

口の４カ所の窓口を設置してきています。 

旅券は、10 年又は５年に一度の取得と

いう、それほど県民にとって頻度が高いも

のではなく、現在の窓口が交通の便利な場

所にあることから、費用対効果の観点から

も、現在の４カ所の窓口の配置は適切と考

えています。 

なお、受付や交付事務の市町移譲につい

て、市町から要望があれば調査・研究して

いきます。 

旅券業務は、民間委託をするのでは
なく、県民の安全を守る上でも行政
が責任をもって実施すべき。 

  １ 【既に盛り込み済】 

民間委託する旅券業務は、申請の受付や

交付などの業務であり、個人情報保護契約

を結ぶなど情報管理を徹底するとともに、

最も重要な発給を判断する審査について

は、引き続き県が責任をもって実施しま

す。 

 (4)その他 
  <1件> 

運輸事業振興助成費補助につい
て、減額を行う府県は減少し、今な
お減額を行っている府県が一部とな
っている現状を考慮すべき。 

   １ 【その他】 
この補助制度に対しては、現在、各

交付団体のご協力のもと、減額措置を
行っています。 

 

６ 試験研究機関
 【６件】 

   

  (1)農林水 
  産技術総 

合ｾﾝﾀｰ 
   (P55,56) 
    <6件> 

事後評価をする際には、外部評価
委員に加え、技術の利用が見込まれ
る生産者の評価も加えるべき。 

   １ 【その他】 

生産者等の要望提案者とは、毎年の試験

設計検討会等において、より現場普及につ

ながる研究の方向性について意見交換し

ながら連携して試験研究を進めています。

  
  研究成果の公表に、各センターで
毎年開催されている成果発表会を追
加すべき。 

   １ 【既に盛り込み済】 

従来から成果発表会においても公表し

てきており、今後とも同様に対応します。

数値目標は、中期ごとに累計し、実
績を比較すべき。 

  １ 【その他】 

中期業務計画見直しの際には、中期（５

年）ごとの実績について検証を実施するこ

ととしています。 

普及技術かどうかの基準を決め、そ
の上で、生産者等を交え、評価するシ
ステムが必要。 

 

  １ 【その他】 

試験設計検討会において、研究者や普

及組織等からの意見により、現場で利用

可能と判断された技術を普及技術として

います。生産者等の要望提案者とは、より

現場普及につながる技術開発をめざし、毎

年、試験設計検討会等で意見交換しながら

連携して試験研究を進めています。 



 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 
  読みやすいホームページを作成す

べき。 

  １ 【今後の検討課題】 

今後とも県民にとって読みやすいホー

ムページの作成・改善に努めます。 

各センターの研究課題をできる限
り公開すべき。 

  １ 【その他】 

研究課題については、知的財産上の制約

もあり、全て公開できるものではありませ

んが、可能な限りホームページ等で公開し

ています。 

 ７ 公営企業 
     【５件】    
  (1)病院局 

  （P90～101） 
    <5件> 

県立病院は、民間医療機関が参入
しにくい小児を含めた救急・産科医
療・僻地医療を地域のニーズに応じ
て手厚く提供すべき。 

   １ 【既に盛り込み済】 
 県立病院の役割は、全県や二次医療圏
域における拠点病院として、民間医療機
関が参入しにくい高度専門・特殊医療を
中心とした政策医療及び地域医療を効
果的かつ効率的に提供する役割を担っ
ています。 
 そのため、国基準の一般会計繰出全て
を受け入れ、小児救急医療や周産期医
療、その他政策医療について、全県拠点
のこども病院をはじめ、総合周産期母子
医療センターを設置している尼崎総合
医療センターなどの機能の充実を図っ
ていくとともに、地域の医療ニーズに適
切に対応していくこととしています。 

  
  救命救急センター等の統合は、地
域の救急医療体制を後退させるた
め、計画を見直すべき。 

   １ 【対応困難】 
 ご指摘の姫路の統合再編の場合では、
県立姫路循環器病センターは、総合病院
でないため循環器以外の内科が弱い問
題を抱えています。 

一方で、製鉄記念広畑病院は、逆に循
環器系が弱く、両病院の弱点を相互に補
いながら統合することで総合病院とし
ての機能をフルに発揮するとともに、救
急医療体制の充実・強化を図り、中・西
播磨圏域の急傷病者受け入れの最後の
砦の役割を果たしていきたいと考えて
います。 

電子カルテシステム等ＩＣＴ化の
推進については、個人情報保護、セ
キュリティ対策について明記すべ
き。 

１ 【その他】 

ICT 化の推進における個人情報の保護や

ｾｷｭﾘﾃｨ対策は重要であると考えています。

病院局では個人情報については、個人情報

の保護に関する条例、個人情報の保護に関

する条例施行規程に基づく取扱いを全県

立病院に対して周知・指導しています。 

また、ｾｷｭﾘﾃｨ対策についても県立病院に

おける情報ｼｽﾃﾑ等の信頼性、安全性を確保

するため、情報ｼｽﾃﾑ等運用管理規定を定め

ているところです。 

今後も引き続き適切な取り扱いに努め

ていきます。 

こども病院の跡地利用について、
どのような状況か記載すべき。 

１ 【対応困難】 
 最終２カ年行革プランは、今後の施策
の方向性やその実現に向けた取組内容
等を示すものであるため、状況は記載は
していませんが、現在、医療機能を含む
事業者に跡地進出の働きかけ等を行っ
ており、出来る限り早期に跡地利用がな
されるよう、取組みを進めています。 



 項 目 等 意見等の概要 件数 県の考え方 

こども病院退院後のアフターケア
が必要な子どもを、地域で診る小児
在宅医療を充実させるため、民間医
療機関への補助や施設整備を積極的
に行うべき。 

１ 【その他】 
 こども病院では、これまで地域医療機
関と退院後の最適な支援方法を検討す
るｶﾝﾌｧﾚﾝｽの開催や病院訪問など地域医
療機関との連携強化などを通じて、患者
の在宅療養を支援してきました。 
 移転建替したこども病院では、こうし
た取り組みに加え、入院患者が安心して
在宅療養に移行できるよう在宅療養移
行支援病棟（17床）を整備するなど、患
者及び家族の在宅療養支援機能を強化
しています。 
 また、県医療行政では、小児在宅医療
に携わる医師等が少ない現状を踏まえ、
小児在宅医療に関する研修を実施し、受
け入れ可能な医療機関・訪問看護事業所
等の拡大を図る取組を行っています。 

８ 公社等 
  （P109～113） 
    【３件】 

「新たな事業展開」は、現在実施
している行政サービスが低下しない
よう既存事業とのバランスも考えて
慎重に検討すべき。 

１ 【既に盛り込み済】 

社会経済情勢の変化や県民ニーズ等を

踏まえ、既存事業の重点化や廃止を行うと

ともに、公社のもつ個別機能を活かした新

たな事業に取り組みます。 

職員数の過剰な削減はやめるべ
き。 

１ 【既に盛り込み済】 

公的セクターとしての役割が十分果た

せるよう、事務事業や組織の見直し等によ

り、職員数の削減を進めます。なお、収益

部門に従事するプロパー職員については、

経営状況を踏まえ適正配置を行います。 

｢今後の主な取組み内容」につい
て、取組む時期を明記すべき。 

１ 【ご意見を反映】 

原則、平成30年度までに各取組みの具体

化を図る旨記載しています。 

９ 新たな施策
展開 

（P130～135） 
    【３件】 

県政150周年を機に、これまでの発
想にとらわれない大きな事業を実施
して欲しい。 

１ 【今後の検討課題】 

県政 150 周年記念事業については、有識

者等による議論や県民からの幅広い意見

を集約して検討していきます。 

新たな施策として、具体的に何を
するのか分かりにくい。 

１ 【ご意見を反映】 

「新たな施策展開」では、施策の方向性

に加え、今後取り組む主な事業を例示的に

記載しています。 

1月4日の神戸新聞に掲載されてい
た「初代兵庫県庁復元」については
不要。 

１ 【今後の検討課題】 

県庁発祥の地を活用した地域活性化を

含め、県政 150 周年記念事業については、

有識者等による議論や県民からの幅広い

意見を集約して検討していきます。 

10 平成31年度
以降の行財政
改革 

（P136） 
    【１件】 

新たな条例を制定する必要がある
のか疑問。 

１ 【今後の検討課題】 

未来の兵庫づくりに向けて、H31 年度以

降においても、不断の取組としての改革は

不可欠と考えています。その改革を進める

にあたっての基本的な枠組みとして、新た

な条例の必要性については、H30 年度前半

に行う行財政構造改革の検証結果などを

踏まえ、検討します。 

 


